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民
生
委
員・児
童
委
員
の

役
割
は
？

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地
域

住
民
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、

ま
た
、
地
域
の
専
門
機
関
や
行
政

と
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
活
動
し
て
い

ま
す
。

　

少
子
・
高
齢
化
が
進
む
と
と
も

に
、
核
家
族
化
や
単
身
世
帯
の
増

加
、
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
に
よ

り
、
支
え
合
い
の
機
能
が
低
下
し
て

お
り
、
最
近
で
は
、
引
き
こ
も
り
や

高
齢
者
・
児
童
へ
の
虐
待
、
Ｄ
Ｖ
な

ど
の
ほ
か
、
８
０
５
０
問
題（
高
齢

者
の
親
が
ひ
き
こ
も
り
状
態
に
あ
る

子
ど
も
の
面
倒
を
み
て
い
る
状
況
）

な
ど
課
題
が
複
雑
・
複
合
化
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
民
生
委
員
・
児
童
委

員
の
役
割
が
大
変
重
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
民
生
委
員
は
法
律
に
よ
っ
て
児
童

委
員
を
兼
ね
て
お
り
、
児
童
福
祉

に
関
す
る
活
動
も
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
主
任
児
童
委
員
と
し
て
児
童

福
祉
に
関
す
る
活
動
を
専
門
と
す

る
民
生
委
員
も
い
ま
す
。

民
生
委
員・児
童
委
員
は

誰
が
な
れ
る
の
？

　

地
域
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
福

祉
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
理

解
と
熱
意
が
あ
る
人
が
、
市
町
村

か
ら
の
推
薦
を
受
け
、
厚
生
労
働

大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
す（
任
期
３

年
・
無
報
酬
の
非
常
勤
の
地
方
公
務

員
で
す
）。

令
和
４
年
１２
月
に
一
斉
改
選

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す

　

地
域
福
祉
の
推
進
に
欠
か
せ

な
い
こ
の
活
動
に
興
味
の
あ
る
方

は
、
各
市
町
村
の
福
祉
担
当
課
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

～
毎
年
５
月
12
日
は「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」で
す
～

民
生
委
員
・

児
童
委
員
に

な
り
ま
せ
ん
か
？

民生委員・児童委員、主任児童委員の活動イメージ図

●虐待の早期発見、予防
●いじめ、不登校などの問題の把握

世帯状況把握

●福祉制度、福祉サービス利用の案内
　（在宅福祉、生活費、子育て支援など）

情報提供

●見守り、声掛け
●各種相談への対応

支援

相談
●高齢者のいる世帯
●障害者のいる世帯
●子どものいる世帯
●生活に困窮している世帯
●母子・父子世帯
●その他の世帯

活動の対象

主
任
児
童
委
員

民生委員・児童委員

地
域
担
当
民
生
委
員・児
童
委
員

担当地域

連
携・協
力

連
携・協
力

●市町村
●福祉事務所
●社会福祉協議会

●地域包括支援センター
●児童相談所
●学校

●保育所
●児童館
●医療機関　など

行政・専門機関など

連
携
・
協
力

連
携
・
協
力

必
要
な
支
援
を
実
施

必
要
な
支
援
を
実
施

3月1日現在、県内で4,510
人の民生委員・児童委員が委
嘱され地域で活躍しています
が、近年は、東日本大震災
で被害の大きかった沿岸部な
どを中心に「なり手不足」の問
題が起きています。

民生委員・児童委員の
活動風景
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